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商 工 中 金 

 

インドネシア向け仕向外国送金について 

 

平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

この度、インドネシア中央銀行は、自国通貨安定化を目的とした規制を２０２０年１月１日よ

り施行いたしました。これにより、輸入・仲介貿易をはじめとした同国への商品代金の支払につ

いては、同国中央銀行が指定する「目的コード：１０１１」、並びにインボイス番号・金額の記

載が必須となります。 

つきましては、外国送金依頼書兼告知書の「受取人へ連絡する事項」欄に以下の形式で記入い

ただきますようお願いいたします。 

＜記入形式（例）＞※通貨記号の記載は不要です。 

番号 金額

(考え方) ××× △△△ 1011//×××(△△△)

(例２)

インボイスが複数の場合

(例１)

インボイスが一枚の場合

インボイス
記入要領(表記)

1011//123456(30000.30)123456 USD 30,000.30

123456

888999

445566

IDR 5,000,000．

IDR 1,000,000．

IDR 8,000,000．

1011//123456(5000000)888999(1000000)

445566(8000000)

～のためインボイス番号なし

(インボイス番号がない理由もご記載下さい。)

(例３)

インボイスがない場合
 

 

インターネットバンキングをご利用の場合は、下表の「入力欄」にご入力ください。 

受付チャネル

商工中金外為Web

仕向送金サービス

入力欄

「受取人へのメッセージ」欄

 

注1.インボイス数が多く、入力欄に入りきらない場合、「金融機関への連絡事項」欄に記入いただきます

ようお願いいたします。 

 

上記コードの記載がない場合(輸入前払い等でインボイス番号がない場合も含む)、着金の遅延、

送金の組戻、及びお受取人取引銀行から諸手数料等を請求される可能性があります。 

 

誠に恐縮ですが、上記事項ついてご承知いただきますようお願いいたします。 

ご不明な点がございましたら、お取引店担当者までご照会ください。 

https://www.shokochukin.co.jp/atm/

